
【事業の全体計画】 

都市産業株式会社は地球環境保全活動を最重要課題と位置付け、産業廃棄物の収集  

運搬業及び処分業を通じて環境負荷の低減に貢献します。 

環境負荷の低減では、当社の社訓である【プロは栄え、アマは滅びる】を実践し、お客様

のニーズに沿った適正処理を実施するため、当社だけではなく、当社営業ネットワークを 

通じて行ってまいります。 

また処理だけではなくサーマルリサイクル、マテリアルリサイクルにも注力し、お客様の

要求される品質に対して満足頂けるよう継続的改善に努めてまいります。 

都市産業株式会社は環境負荷の低減に貢献し、お客様や地域社会から信頼される【ONLY ONE】

であるために日々邁進してまいります。 

 

【事業の内容 

産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の収集運搬業 

産業廃棄物・特別管理産業廃棄物・一般廃棄物の中間処理業 

産業廃棄物処理関連のコンサルティング、各種コンテナ類等の各種販売 

タンク・ピット堆積物抜取工事等の各種工事 

海洋汚染廃油処理事業 

 

産業廃棄物処分業 

【処理計画量】 

令和７年度の処理計画 

焼却炉稼働日数 ：251日 

処理計画量   ：34,050ｔ 

 

【具体的な計画】 

弊社の焼却炉では約２か月に１度、２週間程度メンテナンス期間を設けて稼働しております。 

令和７年度の焼却炉稼働予定は下記のとおりです。 

令和７年度焼却炉稼働期間 

令和７年 ４月 １日～令和７年 ６月 ４日（現行焼却施設での処理終了） 

令和７年 ７月２２日～令和７年 ８月 ８日（この間は更新焼却炉テスト運転期間） 

令和７年 ８月１９日～令和７年 ９月１７日 

令和７年 ９月２７日～令和７年１０月２６日 

令和７年１１月 ５日～令和７年１２月２８日 

令和８年 １月２０日～令和８年 ３月２６日 

 

なお状況に応じて上記の稼働期間は多少変動があります。 

詳細は弊社営業部にお問い合わせください。 

都市産業株式会社 営業部 TEL :0836-83-2830 

 FAX :0836-83-1176 

 Email :inquiry-email@toshsiangyo.co.jp 



産業廃棄物収集運搬業 

【収集運搬する産業廃棄物（特別管理産業廃棄物）の種類及び運搬量】 

廃棄物の種類 
運搬量 

（t/年） 

積替保管を行う場合 

の保管場所の住所 

予定排出事業場の 

名称及び所在地 

予定搬入先の 

名称及び所在地 

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類、金属くず 

ｶﾞﾗｽくず・陶磁器くず・ 

ｺﾝｸﾘｰﾄくず 

汚泥、廃油、廃酸 

廃ｱﾙｶﾘ、紙くず、木くず 

動植物性残渣、ｺﾞﾑくず 

15 

－ 

各化学工場等 

都市産業株式会社 

山口県宇部市大字 

船木 61 番 41 

特別管理 
汚泥、廃油 

廃酸、廃ｱﾙｶﾘ 

山口県山陽小野田市 

大字有帆字上指月 

10003 番 5 

 

【具体的な計画】 

運搬容器等の名称 用途 容量 備考 

段ボール箱 廃試薬、実験廃液 最大20㎏ 個別容器入り汚泥 

ポリ容器 廃試薬、実験廃液 最大20リットル 廃油、廃酸、廃ｱﾙｶﾘ 

※ 運搬車両の詳細については運搬施設に関する事項にて記載 

 

収集運搬業務を行う時間・休業日 

  原則として休日（土日祝日）を除いた昼間（8：00～17：00）に行います。 

 

 積替保管施設において講ずる措置 

 1） 保管場所は周囲をコンクリートブロック積みの縁石、フェンスで囲い、床面はコンクリート張り

として、入口は施錠を行います。 

2） 場内保管倉庫は車両コンテナを利用し、コンクリートブロック台座に据え付け後、コンテナ本体

はアンカーボルトで床面に固定します。また廃棄物の格納時はコンテナ扉に施錠を行います。 

3） 管理場所入口には見やすい場所に下記の表示板を取りつけます。 

 

 

 

 

 

 



【環境保全措置の概要】 

・受け入れる産業廃棄物の種類及び量が当該施設の処理能力に見合った適正なものとなる

よう、受け入れる際に、必要な当該産業廃棄物の性状の分析又は計量を行います。 

排出事業者及び処理品目については、常に契約書、マニフェスト等で確認を行います。 

・施設への産業廃棄物の投入は、当該施設の処理能力を超えないように処理計画を組み、 

行います。 

・産業廃棄物が施設から流出する等の異常な事態が生じたときは、直ちに施設の運転を停止

し、流出した産業廃棄物の回収その他の生活環境の保全上必要な措置を講じます。 

・施設の正常な機能を維持するため、定期的に施設の点検及び機能検査を実施し、その結果

を記録として保存しておきます。 

・産業廃棄物の飛散及び流出を防止するため、防液堤の設置ならびに作業マニュアル等の 

整備を行います。また悪臭の発散を防止するため屋外に放出しないようシャッターを閉め

るなどを行います。 

・構内を清潔に保ち、蚊、はえ等の発生の防止に努めます。 

・著しい騒音及び振動の発生を抑制し、また周囲の生活環境を損なわないように操業時間を

設定する等の必要な措置を講じます。 

・施設からの排水を放流することはありません。（クローズドシステム採用） 

・施設の維持管理に関する点検、検査その他の措置の記録を作成し、三年間保存します。 

 

・収集運搬車両及び運搬容器は、産業廃棄物が飛散、流出しないように密閉ドラムの使用や

シート掛け等をして行います。 

・悪臭、騒音、振動によって生活環境保全上支障が生じないよう必要な処置をして行います。 


